
 

事業事前評価表 

 

１．案件名 

国名：インドネシア共和国 

案件名：洪水制御セクター・ローン 

L/A 調印日：2009 年 3 月 31 日 

承諾金額：7,490 百万円 

借入人：インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 

 

２．事業の背景と必要性  

インドネシアにおいては、温暖化が要因の一つと考えられる降雨パターンの変化もあり、

過去 10 年間の洪水による被害件数は、計 47 件、被災者数は 302 万人、被害総額は 1,613

百万ドルに上り、同国の主要な災害リスクと位置づけられている。こうした洪水災害は、

インフラや家屋等の物質的損失に留まらず、経済活動の停滞や貧困の増加等の経済的・社

会的損失を伴うことから、同国の持続可能な開発のリスク要因の一つとなっている。洪水

被害の増加と中長期的な洪水リスクへの対応は、特に人口と産業の集中する主要地方都市

において急務であるが、洪水対策インフラの整備はジャワ島に集中しており、主要地方都

市の治水安全度は低水準に留まっている。また、インドネシア政府は、2004 年に統合的水

資源開発・管理の推進を目的として水資源法を制定したが、関連細則等の制度面の整備や

流域開発・管理組織の強化及び治水・利水・保全を包括する統合的な流域管理計画の策定

が今後の課題となっている。 

インドネシア政府は、中期国家開発計画（RPJM:2004-2009）において、統合的水資源管

理を通じた洪水被害の軽減を重要な戦略プログラムの一つとして掲げ、人口密集地域や主

要産業地域を中心とした洪水対策インフラの建設に加え、住民参加を通じた災害予防活動

等、構造物・非構造物対策の促進に取り組むこととしている。 

我が国の対インドネシア国別援助計画（2004 年 11 月)では、重点分野・重点事項とし

て「民主的で公正な社会造り」のための支援を掲げ、「基礎的公共サービスの向上」とし

て、地方の自立発展のため、頻発する洪水等の自然災害対策の支援、「環境保全・防災」

として都市住民の居住環境整備（自然災害対策も含む）への支援を行うとしている。これ

を受けて、本機構は災害対策を協力プログラムの一つとして位置付けており、本事業はそ

の方針に則っている。 

世界銀行は、CPS :Country Partnership Strategy (2009～2012）において、公共機関に

対する投資が開発成果発現に必要であり、その中でも「持続的な環境と災害被害の軽減」

を 5 つの主要取組分野の一つに位置づけている。特に、災害分野に関しては、行動計画や

災害保障の枠組策定において、国家開発企画庁（BAPPENAS）及び国家災害対策庁（BNPB）

の能力強化が重要であるとしている。現在は、「水資源・灌漑セクター管理プログラム」

（Water Resources Irrigation Sector Management Program）等を通じ、治水セクターの

維持管理体制の改善（維持管理機能の水利組合への移管・強化）を支援している。 

アジア開発銀行は、Country Strategy and Program Update(2006～2009）において、近

年の大規模な洪水被害に鑑み、統合的水資源管理体制の構築を支援していく方針を掲げて

いる。これまで、水資源管理、災害管理機能強化のプロジェクト形成のため、「流域洪水対

策事業」（Flood Management in Selected River Basins）や「統合的チタルム流域水資源

管理事業」（Integrated Citarum Water Resources Management）といった技術協力を実施

している。 

本事業は、近年、洪水被害が大きく今後も災害時の影響を受けやすいと想定されるイン

ドネシアの主要地方都市を対象とし、河川・洪水制御インフラの整備を行うとともに、気



候変動適応策を念頭に置いた、流域管理事務所の能力強化、統合的水資源管理計画策定の

ための各種支援等を実施するものであり、対象地域の洪水被害の軽減、ひいては同国及び

当該都市における経済・産業の発展が期待される。以上の観点から、本機構が支援する必

要性・妥当性は高い。 

また、本機構は 2008 年 9 月に、気候変動対策プログラム・ローンを承諾し、気候変動に

起因する負の影響への対応強化の観点から、統合的流域開発・管理に向けた制度整備、組

織強化及び計画策定等の各政策アクションの達成に向けた、モニタリング・支援を行って

いくこととしており、本事業はこの政策アクションの実施促進にも貢献する。 

 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

本事業は、洪水被害が頻発するインドネシアの主要地方都市において、河川・洪水制

御インフラの整備を行い、併せて気候変動適応策を念頭に置いた、流域管理事務所の能

力強化、統合的水資源管理計画策定のための各種支援等を実施することにより、対象地

域の洪水被害の軽減を図り、もって同国及び当該都市における経済・産業の発展に寄与

するものである。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

インドネシア全土 

(3) 事業概要 

1)洪水被害に脆弱なインドネシアの主要地方都市を選定した上で、当該都市の域内総生

産、人口、洪水被害、及びサブプロジェクトの成熟度等を基準に、特に優先度の高い

都市において以下を実施するもの。 

① 洪水インフラ整備：河川改修、放水路整備、排水ポンプ調達等 

② 流域管理体制強化：気候変動適応策を念頭に置いた流域管理事務所の能力強化、統

合的水資源管理計画策定のための各種支援 

③ コンサルティング・サービス：詳細設計、入札補助、施工監理、環境及び用地取得

モニタリング等 

2)サブプロジェクトについては、事業スコープ、技術的妥当性分析、調達計画、事業費・

スケジュール・支出計画、事業実施・運営・維持管理計画、環境影響評価及び住民移

転計画（必要な場合）及び運用・効果指標及び経済的内部収益率（EIRR）からなる実

施計画書を実施機関が作成し、本機構の事前同意を得たものから、順次、詳細設計の

レビューを実施することとしている。 

3)現時点で想定されるサブプロジェクトは、実施計画書の内容や準備状況を踏まえて、

変更できることとしている。 

(4) 総事業費 

8,840 百万円（うち、円借款対象額：7,490 百万円） 

(5) 事業実施スケジュール 

2009 年 3 月～2014 年 5 月を予定（計 63 ヶ月）。土木工事等の完了をもって事業完成

とする。 

(6) 事業実施体制 

1) 借入人：インドネシア共和国（The Republic of Indonesia） 

2) 事業実施機関：公共事業省水資源総局（Directorate General of Water Resources,  

Ministry of Public Works） 

3) 操業・運営／維持・管理体制：公共事業省水資源総局 流域管理事務所（Balai/Balai 

Besar Wilayah Sungai, Directorate General of Water Resources, Ministry of 

Public Works） 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 



1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：FI 

② カテゴリ分類の根拠：本機構の融資承諾前にサブプロジェクトが特定できず、かつ

そのようなサブプロジェクトが環境への影響を持つことが想定されるため、「環境社

会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」（2002 年 4 月制定）上、カテゴリ

FI に該当する。なお、本事業ではサブプロジェクトの着工条件として、詳細設計の

レビュー実施前までに、環境影響評価及び住民移転計画（必要な場合）を含む実施

計画を本機構に提出し事前同意を得ることとしている。 

③ 環境許認可：特になし 

④ 汚染対策：特になし 

⑤ 自然環境面：特になし 

⑥ 社会環境面：特になし 

⑦ その他・モニタリング：特になし 

2) 貧困削減促進：特になし 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮

等）：特になし 

(8) 他ドナー等との連携：特になし 

(9) その他特記事項：特になし 

 

4. 事業効果 

(1)運用・効果指標 

現時点で想定される指標は以下のとおり。サブプロジェクト決定時に基準値及び目標

値を設定予定。 

指標名 
基準値 

（2008 年実績値） 

目標値（2016 年） 

【事業完成 2 年後】 

水位計測地点または当初工事予定区間における最大流量（㎥/s） 

破堤または越流による年最大洪水氾濫面積（㎢） 

破堤または越流による年最大浸水戸数（戸） 

(2) 内部収益率 

以下の前提に基づき、サブプロジェクト決定時に経済的内部収益率（EIRR）を算出予定。 

 費用：事業費（税金を除く）、運営・維持管理費用 

 便益：洪水・浸水被害額の減少 

 プロジェクトライフ：50 年 

 

5. 外部条件・リスクコントロール 

工事期間中の洪水発生による工期の遅れ及び事業スコープの変更。 

 

6. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 

過去の治水セクターにおける類似円借款事業の事後評価において、用地取得を伴う案件

については、審査時のみならず事業実施段階においても用地取得計画の進捗を確認しつつ、

適切な対策を講じることが必要との教訓を得ている。これを踏まえ、本事業でも綿密なモ

ニタリングを行い、用地取得計画の妥当性及び進捗状況について確認の上、適切な方策を

コンサルティング・サービスの中で支援する予定である。 

また、災害が恒常的かつ頻繁に生じる途上国においては、施設設置によるハード面への

対策に加え、かかる対策をより効果的、効率的なものとするためにソフト面（計画立案・

施行、技術、啓発活動等）の支援を行い、その実施状況をよく調査し、不十分ならばアド

バイスや勧告により実施を促す必要があるとの評価結果が得られており、これを踏まえ、



今次事業ではハード面とソフト面の支援を一体的に実施していく予定である。 

サブプロジェクトが L/A 調印後に決定されるセクター・ローン型のプロジェクトについ

ては、実施機関が作成する実施計画書の提出に時間を要する等、事業の進捗に遅れが生じ

る惧れがあるところ、必要に応じ、進捗促進のための支援を行っていく予定である。 

 

7. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる指標 

1) 水位計測地点または当初工事予定区間における最大流量（㎥/s） 

2) 破堤または越流による年最大洪水氾濫面積（㎢） 

3) 破堤または越流による年最大浸水戸数（戸） 

4) 経済的内部収益率（EIRR）(%) 

(2) 今後の評価のタイミング 

  事業完成 2 年後 

以 上 


